
 

 

住居喪失不安定就労者に対する相談支援窓口 

「かながわチャレンジネット」を開設します 

 

 住居を失いインターネットカフェ等の終夜営業店舗などを主として起居の場としながら、不安

定な雇用状態に置かれ又は現に失業している方（住居喪失不安定就労者）に対して、神奈川県ホ

ームレス就業支援協議会とハローワーク横浜が連携し、就労、生活、住居等に関する相談と情報

提供等を行う「かながわチャレンジネット」を開設します。 

 

概要 

 

● 相談窓口の名称  かながわ住居喪失不安定就労者サポートセンター 

           愛称：かながわチャレンジネット 

 

● 開設場所     横浜市中区寿町１－４  

かながわ労働プラザ（Ｌプラザ）８階（案内図参照） 

 

● 開設日時     平成２１年６月１５日（月）午後１時 

 

● 相談実施時間（予約受付時間） 

           月曜日～金曜日（祝日除く）の午前９時から午後７時 

           （相談は、原則として事前予約による面接相談ですが、簡単な相談は、

電話やメールによる相談も可能です。） 

 

● 相談支援内容  （１）就業相談 

          （２）求人情報の提供、職業紹介 

          （３）住居確保のための情報提供、生活相談 

          （４）住宅入居初期費用・常用就職活動費の貸付相談 

          （５）債務関係等を含む法律相談（月 1回） 

 

● 相談・問合せ先  電話（代表）  ０４５－６４１－９６３０ 

           フリーダイヤル ０１２０－０９－４５１０ 

           メールアドレス info@kanagawa-challenge.net 

           ホームページ    http://www.kanagawa-challenge.net 

 

● 運営方法      かながわ住居喪失不安定就労者サポートセンター（かながわチャレン

ジネット）は、神奈川県ホームレス就業支援協議会が、厚生労働省から

事業委託を受けて設置します。 

            運営は、財団法人神奈川県労働福祉協会寿労働センター無料職業紹介

所がハローワーク横浜と連携しながら実施します。 

参考：運営団体発表資料 

http://www.kanagawa-challenge.net/


 ※ 本事業は、厚生労働省が自治体等関係団体と連携し、住居喪失不安定就労者に対する相談 

  支援窓口を設置したものであり、東京（TOKYO チャレンジネット）、大阪（OSAKAチャレンジ 

  ネット）、愛知（AICHI チャレンジネット）は、平成 20年度から設置されています。 

 

 ※ 神奈川県ホームレス就業支援協議会について 

   ［設置目的］ 自立の意思がありながらホームレスとなることを余儀なくされている人た

ちに対して、就業支援を行うため平成１７年に設立され、就業機会確保など

多様な就業支援を実施しています。 

   ［構成団体］ 神奈川県、横浜市、川崎市、連合神奈川、(財)神奈川県労働福祉協会、 

         (社)神奈川県警備業協会、(社)神奈川県建設業協会、(社)神奈川県ビル 

         メンテナンス協会、(社)神奈川県商店街連合会 

 

 ※ なお、本件については、厚生労働省においても同様に発表しております。 

 

 

        「かながわチャレンジネット」開設に関するお問い合わせ先 

          神奈川県ホームレス就業支援協議会事務局 

          (財)神奈川県労働福祉協会 寿労働センター無料職業紹介所 

             横浜市中区寿町４－１４寿町総合労働福祉会館内 

             電話０４５－６６２－５８６１ 

             担当 水谷 又は 山科 

 

 

 

案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    【交通】 ＪＲ根岸線 石川町駅北口下車 徒歩３分 

かながわ労働プラザ ８
Ｆ 

ＴＥＬ：０４５－６４１
－９６３０ 

横浜市中区寿町１－４ 


